
 

 

端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認定等に

関する規則の各一部を改正する省令案の概要 
 

Ⅰ 改正の背景 

 従来のアナログ電話サービスと同様の電話番号（0AB～J番号）を用いたＩＰ電話

サービスは、加入者が1,366万（平成21年末）に達するなど、アナログ電話サービ

スや携帯電話サービスに並ぶ主要な電話サービスへと発展している。 

 このような中、平成21年７月28日付け情報通信審議会答申「「ネット

ワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「Ｉ

Ｐ電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項」

（一部答申）」において、ＩＰ電話端末設備が具備すべき機能等に関す

る技術的条件が示された。本件は、当該内容に係る以下の事項について、

関係省令の改正を行い、規定を整備するものである。 

 

Ⅱ 改正の概要  

(1) ＩＰ電話端末に係る新たな技術基準の整備 

 ０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話(以下「ＩＰ電話」という。)は、アナログ電

話や携帯電話に並ぶ主要な電話サービスへと普及・発展している。し

かしながら、電気通信端末に係る技術基準を定める端末設備等規則に

おいては、現在、ＩＰ電話端末は、電話端末ではなくデータ通信端末

とされており、電話として必要な機能が制度上担保されていない。こ

のため、ネットワーク保護等の観点から、電話として最低限必要な機

能を満たし、ＩＰ電話特有の課題にも対応するよう、規定の改正を行

うものである。 

→端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）（第４章第３節の新設） 
 

(2) ＩＰ電話端末等からの緊急通報発信を担保する規定の整備 

 電気通信端末の多様化や国際化の流れの中、一部の電話端末におい

て緊急通報が発信できない不具合が生じたことから、同様の事例の再

発を防ぐため、端末設備等規則において、通話の用に供する端末に対

し、緊急通報機能を有することを要件化するものである。 

→端末設備等規則（第12条の2、第28条の2、第32条の6、第34条の4の新設） 
 

(3) ＩＰ電話端末に係る新たな技術基準適合認定の整備（諮問対象外） 

 (1)の技術基準改正にあわせ、ＩＰ電話端末に係る技術基準適合認

定の区分として、新たな区分「Ｅ」を設けるものである。 

→端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成16年総務省令第15号）
（第３条、様式第７号の一部改正） 

 

Ⅲ 施行期日 

平成23年４月１日とする。 



2情報通信審議会一部答申（平成２１年７月２８日）

情報通信審議会 部答申（平成２１年７月２８日）情報通信審議会一部答申（平成２１年７月２８日）
「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち
「ＩＰ電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項」

（情報通信審議会情報通信技術分科会 ネ ト ク設備委員会にお 検討を行 たもの）

第１章 IP電話端末とネットワークのIP化に伴う動向
第２章 事故の定義とネットワークのIP化に伴う動向

（情報通信審議会情報通信技術分科会 ＩＰネットワーク設備委員会において検討を行ったもの）

第２章 事故の定義とネットワークのIP化に伴う動向
第３章 IP電話端末に関する検討課題

（IP電話端末の定義、IP電話端末が具備すべき機能、
IP化に対応した端末設備の認証の在り方、継続検討課題）

第４章 設備の安全性等の確保に関する検討課題
（過電圧耐力、設備の安全性）

第５章 電気通信事故等に関する検討課題
（品質の低下 事業者間の責任の整理 事故発生時の利用者保護

この部分についての
制度整備を行うもの（品質の低下、事業者間の責任の整理、事故発生時の利用者保護、

定期的・継続的な事故発生状況のフォローアップ）

第６章 IP電話端末設備が具備すべき機能等に関する技術的条件
（IP電話端末設備等の技術的条件、 IP化に対応した端末設備等の認証に関する技術的条件）

制度整備を行うもの

第７章 設備の安全性等の確保に関する技術的条件
第８章 電気通信事故等に関する事項
第９章 新たなサービス等に関する検討課題第９章 新たなサ ビス等に関する検討課題

（050-IP電話に関する検討課題、コンテンツ配信に関する検討課題、
固定・移動シームレスサービスに関する検討課題、
端末・ネットワークとの接続等に関する検討課題、相互接続性・相互運用性のための環境整備）



3ＩＰ電話端末に係る背景

○アナログ電話サービスと同様の電話番号（0AB～J番号）を用いたIP電話サービスの加○アナログ電話サ ビスと同様の電話番号（0AB～J番号）を用いたIP電話サ ビスの加
入者数は、平成21年末時点で1,366万に達している。

○IP電話サービス等の進展とともに、ルータ、VoIPアダプタ、電話機等、ネットワークに接
続される端末構成は多様化 複雑化続される端末構成は多様化・複雑化。

○一方で、 0AB～J-IP電話端末は、現在は「電話端末」ではなく「データ通信端末」とされ
ており、電話として必要な機能が制度上担保されていない等の課題

固定電話に関する設備構成例

端末設備
アナログ回線

公衆回線網 電話機

事業用電気通信回線設備

0AB～J

ＩＳＤＮ
電話機

デジタル電話機

ＤＳＵ
ＴＡ

公衆回線網 電話機

関門交換機
（IＣ）

加入者交換機

0AB～J

0AB～J

ＡＤＳＬ IP電話機

スプリ タ

ＴＡ

電話機

ＡＤＳＬモデム
ルータ

加入者交換機
（ＧＣ）

ゲートウエイ

0AB～J

050

ＦＴＴＨ

スプリッタ

ＰＣ等

ＯＮＵ

ＤＳＬＡＭ

ルータ

ＶｏＩＰアダプタ

電話機

スプリッタ

呼処理

ＰＣ等

IP電話機スプリッタ（周波数分波器）：音声電話とADSL信号の分離・重畳
ＡＤＳＬモデム：ADSL信号とLAN信号（IPパケット）との変換
ＶｏＩＰアダプタ：音声信号とLAN信号（IPパケット）との変換。

従来の電話機とLANを接続。
DSLAM（局内多重化装置）：局内のADSLモデム
IP電話機：VoIPアダプタの機能を持っている電話機

LAN

ＩＰ網

サーバ
収容ルータ中継ルータ

分界点

0AB～J

050



4ＩＰ電話端末等に係る端末設備等規則の改正

答申内容を踏まえ 0AB~J IP電話端末の技術基準の整備を検討

端末設備等規則の構成端末設備等規則の構成

第１章 総則（第1条・第2条）

• 0AB~J IP電話(以下「IP電話」)は、アナログ電話や
携帯電話に並ぶ主要な電話端末へと発展

答申内容を踏まえ、0AB J IP電話端末の技術基準の整備を検討

第１章 総則（第1条 第2条）

第２章 責任の分界（第3条）

第３章 安全性等（第4条～第9条）

•一方で、IP電話端末は、現在は「電話端末」ではな
く「データ通信端末」とされており、電話として必要
な機能が制度上担保されていない

ネ トワ ク保護等の観点から 電話として最低第４章 電話用設備に接続される端末設備

第１節 アナログ電話端末（第10条～第16条）

第２節 移動電話端末（第17条～第32条）

•ネットワーク保護等の観点から、電話として最低
限必要な機能を満たし、IP電話特有の課題にも対
応するよう、所要の制度整備を実施

第２節 移動電話端末（第17条 第32条）

第３節 インターネットプロトコル電話端末
（第32条の2～第32条の9）

第５章 無線呼出用設備に接続される端末設備（第33

ＩＰ電話端末を電話用設備として位置
付け、技術基準を整備新設

第５章 無線呼出用設備に接続される端末設備（第33
条・第34条）

第６章 総合デジタル通信用設備に接続される
端末設備（第34条の2～第34条の7）

緊急通報発信を担保するための規定
を追加端末設備（第 条 第 条 ）

第７章 専用通信回線設備又はデジタルデータ
伝送用設備に接続される端末設備
（第34条の8・第34条の9）

端末の多様化や国際化の流れの中、一部の電話端
末で緊急通報が発信できない事例が発生

を追

第８章 特殊な端末設備（第35条）

第９章 自営電気通信設備（第36条）

例：海外メーカ製携帯電話端末で、「911＝緊急通報番号」と
の誤った設定のまま販売され、緊急通報ができなかった等



5端末設備等規則の改正の詳細

端末設備等規則端末設備等規則 アナログ電話 移動電話 ＩＰ電話 無線呼出 ＩＳＤＮ データ

基本的機能 第10条 第17条 第32条の２ － 第34条の２ －

発信の機能 第11条 第18条 第32条の３ － 第34条の３ －

選択信号 条件 第12条選択信号の条件 第12条 － － － － －

送信タイミング － 第19条 － － － －

ランダムアクセス制御 － 第20条 － － － －

タイムアラインメント制御 － 第21条 － － － － 緊
急

位置登録制御 － 第22条 － － － －

チヤネル切替指示に従う機能 － 第23条 － － － －

受信レベル通知機能 － 第24条 － － － －

送信停止指示に従う機能 － 第25条 － － － －

急
通
報
に
関送信停止指示に従う機能 第25条

受信レベル等の劣化時の自動的な送信
停止機能

－ 第26条 － － － －

故障時の自動的な送信停止機能 － 第27条 － － － －

識別情報登録 第32条の４

関
す
る
技
術
基識別情報登録 － － 第32条の４ － － －

ふくそう通知機能 － － 第32条の５ － － －

重要通信確保 － 第28条 － － － －

緊急通報機能 第12条の２ 第28条の２ 第32条の６ － 第34条の４ －

端末 有情報 変 防 第 条 第 条

基
準

端末固有情報の変更防止 － 第29条 － 第33条 － －

電気的条件 等 第13条 － 第32条の７ － 第34条の４５ 第34条の７８
送出電力 等 第14条 第30条 第32条の８ － 第34条の５６ －
漏話減衰量 第15条 第31条 － － － 第34条の８９
特殊な～端末 第16条 第32条 第32条の９ 第34条 第34条の６７ －
※赤字部分について改正を行うもの

ＩＰ電話端末に関する技術基準



6ＩＰ電話端末設備の技術基準適合認定の区分

ＩＰ電話端末の技術基準適合認定の区分として 新たに「Ｅ」を設けることが適当【答申】

端末機器の種類：現行 記号 端末機器の種類：改正後 記号

ＩＰ電話端末の技術基準適合認定の区分として、新たに「Ｅ」を設けることが適当【答申】

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則端末機器の技術基準適合認定等に関する規則

電話用設備に接続される端末機器 Ａ

無線呼出設備用に接続される端末機器 Ｂ

総合デジタル通信用設備に接続される端末機器 Ｃ

アナログ電話用設備又は移動電話用設備
に接続される端末機器

Ａ

インターネットプロトコル電話用設備に接続
される端末機器

Ｅ
新設

端末機器の種類

専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備
に接続される端末機器

Ｄ

さ 端末機器

無線呼出設備用に接続される端末機器 Ｂ

総合デジタル通信用設備に接続される端末機器 Ｃ

専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備 Ｄ例
T AC 07-0001 201

専用通信回線設備又はデジタルデ タ伝送用設備
に接続される端末機器

Ｄ

現行 改正後

Ｄ

VoIPアダプタ
機能付きルー
タ内蔵型

VoIPアダプタ
機能付きルー
タ内蔵型

ＤＥ

VoIPアダプタ
機能付ルータ

VoIPアダプタ
機能付ルータＤ Ａ

Ｄ

ＤＥ Ａ

ＩＰ電話端末 ＩＰ電話端末

既認定電話端末 既認定電話端末

ルータ VoIPアダプタ ルータ VoIPアダプタＤ Ａ Ｄ Ａ
Ｅ

既認定電話端末 既認定電話端末

ＩＰ電話端末 ＩＰ電話端末

Ｅ



7技術基準・認定における施行期日等（予定）
公布 施行 経過措置① 経過措置②公布

H22.6月中
施行

H23.4.1
経過措置①
H24.4.1

経過措置②
H25.4.1

ア
移
動

（緊急通報は非要件）
ア
ナ
ロ
グ
電

動
電
話
・
Ｉ

→認定等を既に受けているものの技
術基準は、旧規定の適用を受ける

→猶予期間中の認定等は、新旧
どちらかの規定を適用する →猶予期間終了後は新規定に一本化

Ａ・Ｃ認定（旧技術基準） （猶予期間）

電
話ＳＤ

Ｎ
緊急通報要件化 （猶予期間） Ａ・Ｃ認定（新技術基準）

Ｉ
→認定等を既に受けているものの技
術基準は、旧規定の適用を受ける

→猶予期間中の認定等は、新旧
どちらかの規定を適用する →猶予期間終了後は新規定に一本化

Ｄ認定 （猶予期間）

Ｉ
Ｐ
電
話

ＩＰ電話端末に係る基準

術基準は、旧規定の適用を受ける どちらかの規定を適用する →猶予期間終了後は新規定に 本化

Ｅ認定（猶予期間）

端末規則新第32条の4・5

→猶予期間中は、技術基準へ適用しないことができる

（要件化）（猶予期間）

試験方法整理等の
ガイドライン等の整備



8
（参考）ＩＰ電話端末が具備すべき機能（H21.7.28一部答申）

（答申における検討対象） 端末設備であってアナログ電話相当の機能を有するインタ ネットプロトコル

(1)基本的機能 他の電話端末等と同様の観点から 基本的機能として 発信 応答 通信の終了の規定を定める

（答申における検討対象）
0AB～J IP電話の端末設備

端末設備であってアナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル
電話用設備に接続されるもの

(1)基本的機能 他の電話端末等と同様の観点から、基本的機能として、発信、応答、通信の終了の規定を定める。

(2)発信の機能 自動発信機能がある場合に、長時間の回線捕促や多数回の再発信を抑制するため、アナログ電話端
末やＩＳＤＮ端末と同様の条件を定める。

(３)識別情報登録 停電、ネットワーク障害など大規模な通信障害から復旧する場合、各端末から一斉に登録を行なう
ことで、ネットワーク設備がそれら登録要求を処理しきれず、ネットワークがふくそう（混み合っている）状態となり電話
サービスが利用できないケースが想定されるため、このようなネットワークのふくそうを抑止するような条件を定める。

(４)ふくそう通知機能 ネットワークにふくそうが発生し、電話をかけることができない場合、利用者（発信者）は再発信を
試み、ふくそうをより助長させる可能性があることから、ネットワークからふくそうである旨の信号を受けた場合に、発
信者にその旨明確に通知する条件を定める。

(６)送出電力 機械音声等において通信信号等の送出電力を高くすることは可能であるため これにより他の利用者に

(５)電気的条件 事業用電気通信回線設備の損傷を防止するため、ＩＳＤＮ端末等と同様に、最大送出電圧等の条件を
定める。

(６)送出電力 機械音声等において通信信号等の送出電力を高くすることは可能であるため、これにより他の利用者に
迷惑をかけることを防止するため、ＩＳＤＮ端末等と同様に送出電力を一定値以下とすることが適当。

(７)特殊なIP電話端末 アナログ電話端末、ＩＳＤＮ端末等と同様に、例外規定を定める。

(８)緊急通報機能 緊急通報について、ネットワーク設備に対応して、端末設備側でも所要の機能を具備する必要があ
ることから、通話に用いる端末については、緊急通報へ発信する機能を具備するように定める。
※緊急通報機能については、IP電話端末以外の電話端末についても規定。


